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県営水道の料金引上げについて 
 

本年 5 月、千葉県水道事業運営審議会に諮問した「今後の県営水道の料金水準と

料金体系のあり方」について、同審議会から 10 月 16 日に料金引上げ幅 18.6    

パーセントは妥当であることなどを含む答申がありました。 

答申内容を踏まえ、県で再度検討した結果、令和 8 年 4 月から料金引上げを行う

こととし、12 月定例県議会に「千葉県水道事業給水条例の一部を改正する条例案」

を提案することとしました。 
 

１ 条例案の内容 

下表のとおり、基本料金と従量料金の額を改める。(平均改定率：18.6％)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《施行期日》令和８年４月１日 

 
２ 料金引上げによる水道料金の影響額の例 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

報道資料 千 葉 県 

Chiba Prefectural Government 

 

（参考）改定後の水道料金の算出方法 

     【基本料金＋従量料金＝水道料金】 

 例）口径 20 ㎜で 1 か月に 20 ㎥使用した場合 

   〇基本料金：1,103 円 

   〇従量料金：区分ごとの単価に使用量を乗じて求める 

    ①（ 1～10 ㎥） 67 円×10 ㎥＝  670 円 

    ②（11～20 ㎥）175 円×10 ㎥＝1,750 円 

                合計 2,420 円 

   〇合計：1,103 円＋2,420 円＝3,523 円（税抜） 

       3,523 円 × 1.1  ＝ 3,875 円（税込） 

               → 3,870 円（10 円未満切捨）  

 

※ 上表のモデルケースとその使用水量例は一例であり、 

実際の使用口径や使用水量によって料金は変動します。 
※ 実際のご請求は 2 か月に 1 回です。 


